共同研究契約書

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター（以下「甲」という）と＿＿＿＿＿＿（以下「乙」という）とは、●●の研究を共同で行うにあたり、次の通り契約を締結する。

第1条（定義）

本契約において以下の用語は次の定義に従う。

(1)  「本研究」とは、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の研究をいう。
(2)  「技術情報」とは、甲又は乙が保有し、かつ自らが正当な使用権限を有する技術資料、図面、ノウハウ、その他技術的、財産的価値を有する情報をいう。但し、第13条第1項各号に該当するものは除く。

(3)  「研究成果」とは、本研究の実施の過程で得られた発明、考案、意匠の創作、著作物、ノウハウ等の技術的成果物のうち、第8条に基づき書面により確認されたものをいう。

(4)  「知的財産権」とは、研究成果に係る知的財産権を取得する権利、及びこれに基づき得られる知的財産権をいう。

(5)  「機密情報」とは、本研究の遂行過程において第5条に基づき相手方より開示を受けた技術情報及び既有特許等に関する機密事項、相手方に単独又は相手方との共有に帰属する研究成果及び本知的財産権、第12条に規定する装置、並びに本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上の一切の機密事項をいう。
(6)  「開示者」とは、機密情報を開示した者をいう。
(7)  「受領者」とは、機密情報を受領した者をいう。
第2条（目的）

甲及び乙は、第14条に定める本契約の有効期間中、各自が所有する技術を基に、協力して本研究を行うものとする。

第3条（研究分担）

本研究の業務分担は次の通りとする。

(1) 甲の分担業務：

(2) 乙の分担業務：
2.　前項に定める以外に本研究に必要な研究業務が生じた場合は、その分担につき、適宜、甲乙協議の上、定めるものとする。

第4条（契約金額及び代金の支払い）
乙は、甲に対して、契約代金として、金●,●●●,●●●円（うち消費税　　　　　　　　●●●,●●●円）を支払わなければならない。
なお、消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に105分の5を乗じて得た額である。
2.　乙は、甲から交付を受けた請求書に記載された納入期日までに契約代金を支払わなければならない。
3.　乙は、前項の期限内に契約代金を支払わないときは、遅延日数に応じ、未払い代金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条の規定による割合（年3.6パーセント）で計算した遅延損害金を甲に支払うものとする。
4.　乙は、乙が前項に規定する遅延損害金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該甲の指定する期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、未払い代金額につき年5パーセントの割合で計算した遅延損害金を甲に支払うものとする。

第5条（情報提供）

　　甲及び乙は、本研究の遂行のために必要な範囲で、各自が保有する技術情報を相互に開示する。
2.　甲及び乙は、本研究の遂行のために必要と両者で書面により合意したときは、合意した日時、条件の下、自己の技術者を相手方に派遣し、または相手方の技術者を自己に受け入れ、技術指導を行えるものとする。

3.　前二項に基づき相手方より開示を受けた技術情報の取扱いについては、第12条及び第13条の規定に従うものとする。

第6条（進捗報告）

　　甲及び乙は、本研究の円滑な遂行をはかるため、定期的に会合を開催し、本研究の進捗状況の報告を行うものとする。

第7条（第三者への委託）

　  甲及び乙は、第3条における自己の分担業務の一部又は全部を第三者に委託する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得るものとする。

2.　前項の場合、甲及び乙は当該第三者との間で、本契約において自己が負う機密保持義務と同等の義務を当該第三者に対して課すものとし、その義務の履行につき責任を負う。
第8条（研究成果の提出）

　　甲及び乙は、第3条に定める自己の分担業務を遂行する過程で研究成果が得られた場合は、研究成果を書面により相手方に提出するものとする。

2.　甲及び乙は、本研究を完了した場合、甲乙協議の上、研究成果を取りまとめて書面により確認するものとする。

第9条（研究成果及び本知的財産権の帰属）

共同で発明、考案した研究成果及び本知的財産権は、甲及び乙の共有とし、持分の

割合については、甲乙協議の上、定めるものとする。

2.　甲及び乙は、第1項により共有となった知的財産権の出願を行う場合は、別途、共同出願契約を締結し、出願の内容、権利の取得及び維持に必要な手続、費用等につき甲乙協議の上、定めるものとする。

3.　甲及び乙は、相手方から要請があった場合、両者合意した日時において、研究成果の取扱いに関する協議を行うことができるものとし、本条に定める研究成果及び本知的財産権の帰属、知的財産権の出願の可否その他必要な事項を取り決めることができるものとする。

第10条（知的財産権の維持保全、権利侵害）

　　甲及び乙は、前条第1項により共有となった本知的財産権の出願、権利の取得及び権利の維持に関し、第三者から異議申立、審判又は訴訟を提起された場合には、相互に協力して対処するものとする。

2.　甲及び乙は、前項の本知的財産権に対し第三者が権利侵害した場合には、相互に協力してその解決を図るものとし、これに要する費用は甲乙協議の上、定めるものとする。

第11条（研究成果及び本知的財産権の実施）

　　甲及び乙は、第9条第1項により共有となった研究成果及び本知的財産権を、相手方の書面による事前の承諾を得て、無償で利用することができるものとする。但し、第9条第1項により甲及び乙の共有となった研究成果及び本知的財産権を第三者に実施許諾する場合には、事前に書面をもって相手方に通知するものとし、甲乙協議の上、当該実施許諾の可否及びその他の条件を定めるものとする。
第12条（研究終了時の措置）

甲及び乙は、本研究終了後、相手方から取得又は貸与を受けた装置その他の材料等の返却又は引取りについて、協議の上、決定するものとする。又、第5条により相手方より提供された技術情報については、相手方の指示に従い返却又は破棄するものとする。
第13条（機密保持）

　　甲及び乙は、機密情報につき、機密に保持するよう万全の措置を講ずるものとし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、これを第三者に開示してはならず、又、本研究以外の目的に使用しないものとする。但し、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。

（1） 開示を受けたとき、既に入手していたもの

（2） 開示を受けたとき、既に公知となっていたもの

（3） 開示を受けた後、受領者の責によらずして公知となったもの

（4） 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく開示を受けたもの

（5） 機密情報を使用することなく、受領者が独自に開発したもの
2． 甲及び乙は、法令等により開示を要求された場合、その限りにおいて機密情報を開示することができる。但し、受領者は、開示者に事前に書面にてその旨を通知しなければならない。

3.  受領者は、本研究に直接携わる研究担当者、第三担当者、モニター、理事、従業員等（以下これらを併せて「研究担当者等」と総称する）に対し、本研究の実施に必要な範囲内に限り機密情報を開示することができるものとする。但し、当該開示を行う場合は、本契約に基づき受領者が負うのと同様の義務を当該研究担当者等に課し遵守させなければならない。
第14条（契約期間）

本契約の有効期間は、●●年●●月●●日から●●年●●月●●日までとする。
2.  前項又は第15条の規定による本契約の終了に関わらず、第9条（研究成果及び本知的財産権の帰属）、第10条（知的財産権の維持保全、権利侵害）、第11条（研究成果及び本知的財産権の実施）、第13条（機密保持）、第16条（損害賠償）、第17条（契約の譲渡）及び第18条（裁判管轄）の規定は本契約終了後も継続する。
第15条（解除）

  　甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、相当の期間を定め
て相手方にその是正を書面により催告し、当該期間内に相手方が当該違反を是正しない場合には、本契約を解除することができるものとする。

（1） 監督官庁より営業の取消、停止、その他これらに相当する処分を受けたとき

（2） 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき

（3） 信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上、経営上の重要な変更があったとき

（4） 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき

（5） 破産手続、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て、その他これらに相当する事実が生じたとき

（6） 解散の決議をし、又はこれに類似する手続きを行ったとき

（7） 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき

（8） 主要株主に変更がある等、経営体制に重要な変更が生じたとき

（9） 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき

2.　甲及び乙は、前項各号に定める他、甲乙いずれの責めにも帰さない理由により本研究を継続し難い事情が生じた場合には、甲乙間の協議によって合意した書面により、本契約を解除することができるものとする。

第16条（損害賠償）

　　甲及び乙は、相手方が前条第１項各号に規定される事由に該当する場合、損害の賠償を請求できるものとする。

2． 開示者が機密情報の機密性が侵害されるおそれがあると認める場合には、当該開示者は受領者に対して機密情報の使用を差止めることができる。

第17条（契約の譲渡）

　　甲及び乙は、相手方の書面による事前の承認を得ることなく、本契約の当事者たる地位、本契約に定める権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。
第18条（裁判管轄）
甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。

第19条（協議）

　　本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上その解決にあたるものとする。

以上、この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。

●●年●●月●●日

甲　　東京都小平市小川東町４－１－１
　　独立行政法人

国立精神・神経医療研究センター
　　　総長　樋口　輝彦
　　　

乙　　
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